
福
祉
医
療
制
度（
マ
ル
福
）

の
お
知
ら
せ

森
林
調
査
の
お
知
ら
せ

　

福
祉
医
療
制
度
と
は
、
心
身
の
健
康

の
保
持
と
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
に

医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
す
る
制

度
で
す
。

⃝適用範囲
年　齢　・　要　件 所得制限

子ども
　０歳から18歳に達した最初の３月31日までの児童 なし

ひとり親家庭
　母子・父子家庭の児童、父母のいない児童

（18歳に達した最初の３月31日まで）

あり
�非該当の場合は、
「子ども」での適用

高齢身体障がい者
　65歳以上で身体障がい者手帳４～６級の所持者 あり

重度心身障がい者（児）
　身体障がい者手帳１～３級の所持者、療育手帳Ａの所持者
　精神障がい者手帳１級及び自立支援医療受給者証の所持者

なし
�社会保険本人の
�場合のみあり

⃝

更　
新

　

す
で
に
受
給
さ
れ
て
い
る
方
の
手
続

き
は
原
則
不
要
で
す
。
福
祉
医
療
費
受

給
者
証
は
、
毎
年
８
月
１
日
が
更
新
日

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
７
月
下
旬
に
受
給
者
証

を
送
付
し
ま
す
。
８
月
１
日
以
降
は
新

し
い
受
給
者
証
を
受
診
す
る
医
療
機
関

等
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
所
得
審
査
に
よ
り
非
該
当
や

制
度
変
更
と
な
る
方
に
は
、
そ
の
旨
を

通
知
し
ま
す
。

⃝

新
規
申
請

　

は
じ
め
て
受
給
の
対
象
と
な
る
方
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

健
康
保
険
証
や
健
康
保
険
情
報
を
確

認
で
き
る
も
の
、
障
が
い
者
手
帳
、
自

立
支
援
医
療
受
給
者
証
を
持
参
し
、
窓

口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

⃝
各
種
届
出

　

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
や
住
所
、

氏
名
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、

届
出
が
必
要
で
す
。
忘
れ
ず
に
窓
口
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

⃝
�

学
校
管
理
下
で
の
ケ
ガ
に
は
、
マ
ル

福
を
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い

　

学
校
管
理
下
（
ス
ポ
少
活
動
は
含
み

ま
せ
ん
）
で
の
ケ
ガ
や
病
気
に
よ
り
病

院
に
か
か
る
場
合
か
つ
総
医
療
費
が

５
千
円
以
上
の
場
合
、
日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー
の
災
害
共
済
給
付
の
対

象
と
な
る
た
め
、
病
院
に
か
か
る
際
は

「
学
校
管
理
下
で
の
ケ
ガ
・
病
気
で
す
」

と
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
推
進
課　
医
療
年
金
係

　
☎
８
５ｰ

２
１
３
７

　

町
で
は
、
森
林
経
営
管
理
事
業
の
一

環
と
し
て
、
森
林
へ
の
立
ち
入
り
調
査

を
行
い
ま
す
。
調
査
範
囲
に
森
林
を
所

有
す
る
み
な
さ
ん
に
は
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

⃝

調
査
期
間　
７
月
下
旬
～
９
月
下
旬

⃝

調
査
事
業
者　
㈱
パ
ス
コ
秋
田
支
店

⃝

調
査
内
容

　

林
内
踏
査
、
立
木
材
積
計
測

⃝

調
査
範
囲

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
農
林
課　
林
務
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
２
７

三種町鹿渡字東二本柳31番地（鹿渡駅前）
電話 0185ー87ー4343　FAX 0185ー88ー8838
Mail●shihoukunitsuka@iaa.itkeeper.ne.jp
URL ●https://shihoukunitsuka.com　

國柄進一事務所司法書士 
行政書士

ご相談
お問い
合わせ

ご自宅までお伺いします。 お気軽にご相談下さい。

●相続の手続き、遺言書　●会社設立、役員変更、解散、清算
●抵当権の設定、抹消　　●不動産の売買、贈与

令和６年４月より相続登記が義務化されました

広告

（ ）

（ ）

珍田行政書士事務所
◆相続手続き　　　　 ◆各種営業許可申請
◆会社法人設立手続き　◆定款・議事録作成

〒018－2305  秋田県山本郡三種町外岡字羽立39番地
電話：090－9030－4331　メール  akira.chinda@gmail.com

遺言書作成サポート
広告

令和７年７月 12


